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・配置予定の技術者の前所属会社に、当時、主任技術
者となりうる技術者が何人いたということは御社はご存じ
ですか。主任技術者となりうるのが２名しかいなくて、もう
１名の方が実績工事の主任技術者をしていないと言う
と、配置予定の技術者の方がしていたと合理的推定がで
きるのかなと思ったのですが。

・わかりません。割と小さな会社です。

・竣工登録工事カルテの主任技術者の従事期間のミス
に気づかれたのはいつの時点ですか。工事の参加申請
をした時点で、その後、県から指摘があった時点では、
おそらく気づいたのでしょうが、それ以前は御社として
は、いつこういうことに気づいたのでしょうか。

・本件の落札候補者となった折に、配置予定の技術者の
過去の実績を用意して、取り急ぎファックスで三重県にお
示ししました。そのファックスで送付する際に、竣工登録
工事カルテの主任技術者の従事期間が修正されていな
いというのを私が現認しました。しかし、改ざんするわけ
にはいかないので、竣工登録工事カルテの表書きが優
先として残っていますし、受注登録、変更登録、竣工登
録において配置予定の技術者以外の名前があがってい
ないということから、自信をもってそのまま提出しました。

・開札後に御社に連絡があってからは、どういうようなこ
とを申し立てられたのでしょうか。こういう書類を揃えたの
でいかがですかなど、いくつか申請されたと思うのです
が、この苦情申立までにどういうことをされたのかその辺
をお聞きしたい。

・県から連絡を受けてからの対応は、再苦情の資料を見
ていただいたら分かるとおりで、アピールしても全然ダメ
という状況で、再苦情しました。竣工登録工事カルテの
主任技術者の従事期間だけにこだわられまして、他は見
ない。全体観察とかそういうことをされずに、ここだけで
判断するので話にならない。それで、これを覆すべく努力
しました。実績工事の奈良県、配置予定の主任技術者
の前所属会社へもいろいろ問い合わせしました。しかし
ながらその他の客観的証拠は得られなかった。

・実績工事の奈良県は証拠書類を出せないのですか。 ・コリンズに他の従事者があれば他の者の名前も出てく
るんです。当初から変更、竣工まで配置予定の技術者が
１人で実績工事に従事したというのが受注、変更、竣工
の３つのコリンズで歴然です。竣工登録工事カルテの主
任技術者の従事期間が未修正のままであるのは、当社
の企業努力ではどうすることも覆すことはできない。修正
ミスがあったという中で、配置予定の技術者が実績工事
の全部の工事を従事したのは明らかで、合理的推定の
中で判断いただけないかというお願いを申し上げていま
す。実績工事の奈良県が証明できないというわけではな
く、奈良県は書類の保存が５年で資料がない。あれば証
明してもらえる。また、奈良県の担当技術職の職員も異
動があるので、そういった追跡資料も廃棄されています。

・例えば、工事日誌のようなもので、その人が実際に従
事していたというような書類はどうでしょうか。

・配置予定の技術者の前所属会社に問い合わせました
が、工事日誌もありませんでした。人証でもよければ、配
置予定の技術者本人は自分のことですので証明できま
すし、配置予定の技術者と同じ所属会社で当時働いてい
て、現在も働いている技術者が、私は実績工事の主任
技術者をしていなかった、彼がしていたというような、人
の供述の形で証明を作ることは可能です。客観的な証拠
と言われれば、当時の日報等も探しましたが、ありませ
んでした。

・公の場合、どうしても客観的な資料が必要になってくる
ので、その辺が難しいところだったのかなと思います。

質問（委員） 回答（申立者）

・配置予定の技術者が、実績工事に実際に主任技術者
として従事していたという証拠については、奈良県の資
料とコリンズと言っていましたが、他に記述のある証拠と
なるような書類はないのでしょうか。

・ないです。工事書類は概ね工事が終わってから５年経
過すると処分されます。

平成２６年度第５回三重県入札等監視委員会（再苦情処理会議）　（平成２７年２月２６日）

再苦情申立者の陳述についての質疑
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・説明でせっかくくじに当たったんだからと言っていました
が、くじについて、どう思っているかお尋ねしたい。くじに
なる案件が結構あり、いろいろ企業努力をしているにも
関わらず、くじの運不運で工事をしなければならないとい
うのは不合理ではないのかなと思ったりしている。今回
の苦情の奥にそういうことはないのかなと思ったりする
が、その辺についてはいかがでしょうか。

・土木は、予定価格を県が事前に公表していて、業者が
販売しているパソコンソフトで予定価格を入れて算出す
ると最低制限価格で同札になるわけです。建築の場合
はほとんど同札となることはない。ソフトが整ってない部
分とか積算方法も違うので誤差があるのに、土木は不自
然だなと。とはいえ、昨今の予定価格の事後公表をすれ
ば、変な機関から漏れたり、またあらゆる人脈を使って
業者が予定価格の探りを入れるというようなことで、私と
しても合点がいかないところです。どうにかしていただけ
ないかなというところは事実です。努力しているものがと
れない、くじに頼らなければならないというのはいかがな
ものかなとかねてから思っています。最低制限価格が非
常に読みやすいとくじに頼らざるを得ない。現制度では
総合評価型がありますが、今度は強いものがどんどん取
り続けていく。公平性を保つ中での入札制度を今後鋭意
検討のうえ行政側に改善を期待しています。

・そうですね。それが書面で把握できないということであ
れば、従事していないかどうかはわかりませんが、従事
していたということが確認できない。

・主任技術者が誰もついていなかったということはないと
思います。ただ、配置予定の技術者がその実績工事に
確実についていたことを確認できなかった。

質問（委員） 回答（申立者）

・苦情申立者が言う推定できるということがポイントに
なってくるかと思うのですが、従事期間が3月24日までで
工期の途中までになっているので、客観的に考えられる
可能性としては、工事の最終までやってたか、それとも3
月24日で終わって主任技術者が誰もいないままそれが
見過ごされて終わったか、もしくは3月24日から完成の6
月30日までは別の方がいたか、この３つしかないような
気がするんですが、県として完成までは従事していない
という可能性があるというお考えということですか。

回答（発注機関）

・本件は２回ミスがあって、1回は金額があっていなかっ
たということ、もう1回は工期と従事期間があっていなかっ
たということで資料の追加の対応されていますが、様々
な案件にこういうミスがあって、いつもこのように対応をさ
れているのですか。

・このコリンズからは3月25日以降は主任技術者が誰も
いなかったのか、もしくは誰かがやっていたのか、そうい
うことでよろしいわけですか。

・入札時に提出される資料は、ちょっとしたミスが多く完
璧な資料はむしろ少ないのか、逆にミスがあるということ
は少ないのかどちらでしょうか。

・求めているものに対して不十分だということについては
往々にあるということはないのですが、全然ないかという
とそうではなく、あります。

発注機関の陳述についての質疑

・主任技術者を変えるような資料は受け付けませんが、
主任技術者を変えないような場合は追加資料を求めると
いうことで、公告にも記載されていますので、そこはきっ
ちり対応して確認しています。

質問（委員）

・例えば、実績工事の奈良県の担当者が、今回の配置
予定技術者の方が担当されていたというのを口頭で言え
ば、それはどのような扱いになるのでしょうか。

・実績工事の奈良県の当時の担当者が、口頭で言ったと
しても、私どもは、やはり契約されている県がそういうこと
を証明していただくということが大事だと思っていますの
で、組織として証明いただきたい。

・無資格の通知を開札の翌日にされているのですが、基
本的には追加資料の提出はいつぐらいまで待ってあげ
るのでしょうか。公告では、開札日に事後審査結果通知
をする予定であると読めるのですが、翌日まで待ってあ
げたという理由がなにかあるのでしょうか。

・基本的には当日に決定をしています。しかし、こういう
ケースで短期間で追加資料が出ない場合は、一定期間
待つということです。ただ、いつまで待つかというのは、
ケースバイケースだと思います。今回の場合は翌日まで
いろいろ調査をしていただいたり我々も調査したというこ
とがあったので、当日での資料の追加は無理だというこ
とで翌日に判断したということです。
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・今はコリンズで間違いとかそういうものが出ないような、
システムとしてチェックがかかる仕組みになっているいう
ようなことを聞いております。（発注機関）

・そうすると、前のコリンズについては、十分チェック機能
が働かれてないというものだということはご認識されてい
るということなんでしょうか。（申立者）

・そういうことがあったと。ただし、今の段階で求めている
のは、それを書類で確認させてくださいということですの
で、現段階で確認できないということについては、これは
変わらないということです。（発注機関）

回答

・先ほどの説明で、コリンズも昔はシステムとして通って
いたということがよくわからないのですが、どういう認識
だったか教えていただけますでしょうか。（申立者）

・こういったコリンズ上でおかしいということで無資格にし
た例は伊賀建設事務所であるのでしょうか。今回が初め
てでしょうか。

・コリンズ以外で証明する場合はあるんでしょうか。 ・発注機関が証明していただければ、それで我々は確認
しております。

・今回の場合、コリンズがなかったとしても、実績工事の
奈良県が確かに配置予定の技術者が完成まで従事して
いましたと奈良県のハンコが押してあれば全く問題はな
かったということですか。

はい。

・配置予定の技術者が従事していたか、他の方が従事し
ていたかわからないという主旨でしたが、この工事カルテ
をどのように解釈されたのかよくわからない。確かに竣工
登録工事カルテの従事期間は3月24日までになっている
のですが、竣工カルテの表紙で6月30日の工期があっ
て、現場代理人と主任技術者は配置予定の技術者が登
録されているわけですね。工事そのもののカルテの方で
は配置予定の技術者がついていたといえるのでは。配
置予定の技術者個人のカルテは従事期間が3月24日ま
で、しかし、工事そのものには配置予定の技術者がつい
ていたという証明だとよめると思うのですが、これをどう
理解していただいたのでしょうか。（申立者）

・コリンズの受注時と、変更時、竣工時の3回登録されて
いるわけですが、カルテの受領書の表紙と、その内容が
複数枚あるわけです。竣工時の時点で配置予定の技術
者が表紙で書いてありますが、その従事期間は別途こ
の下にありまして、ここは3月24日のままです。我々が求
めております完成日を含む2分の1以上連続した期間を
配置予定の技術者がついていたということが書面で確認
できないということです。（発注機関）

・パソコンのソフト上、自動的に間違っていたら例えばエ
ラーがでるとかそういうことになっているのか、人的に
チェックされているのか。（申立者）

・今のコリンズの申請では、従事期間と工期が異なる形
で打ち込んでいったら、エラーが出るということを電話で
確認しております。（発注機関）

相手方への確認

質問

回答（発注機関）

・3月25日から6月30日まで誰が主任技術者として従事し
ていたかに関しては県は何も考えていないような回答で
すが、それは関係ない、ただ単に書類がそろっていない
から却下と言っているように聞こえるんですね。3月25日
から6月30日まで誰か別にいた可能性があるからダメな
んだと言われたらまだわかるのですが、聞いているとどう
もそんな感じには聞こえない。ただ単にそれはあまり考
えずに6月30日まで書類上確認できないからダメなんだ
とそういうスタンスなんですか。

・いろいろな資料を求めていたわけですが、証明できるよ
うな資料がないということで資格がないと判断しました。
最初から書類上確認できないという１点だけでダメだと
いったわけではありません。追加資料も求めたわけです
し、我々も実績工事の奈良県に対しても働きかけたわけ
ですが、最終的には証明できるような資料はなかったの
で判断せざるを得ないということです。

・知っている範囲ではありません。補足しますが、コリン
ズの昔はそういうことがシステムとして通ってしまう、今は
そういうことがないようなシステムになっているということ
は聞いております。

・そうすると、3月25日から6月30日までは別の方が従事
していた可能性があるのではないかと。可能性の大小は
ともかくとして。

・そうですね。ただ、我々は記載された内容に基づいて、
完成日を含む2分の1を従事していたことを明らかにしてく
ださいとお願いしています。そのことが確認できませんで
したので、それは資格がないと判断せざるを得ません。

質問（委員）
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